
 令和 6年 4月 児童養護施設 埼玉育児院  職員採用 募集要綱 (求人票)  

社会福祉法人 埼玉育児院 

 

 

１．募集職種  １）保育士  ２）児童指導員  ３）日勤帯職員  ４）心理士 

   （募集人員は常勤・非常勤 事業拡大に伴い多数募集しています） 

２．応募資格  １）保育士（保育士資格） 

        ２）児童指導員（社会福祉士・社会福祉主事・児童指導員任用・小中高教員・臨床心理士等の資格あれば尚可） 

           ３）1),2)と同じ 

        ４）心理士（公認心理士、臨床心理士、臨床発達心理士） 

       

３．雇用形態  常勤職員（非常勤やパートでの勤務をご希望の方も受け付けています） 

４．試用期間  令和 6年 4月 1日から 6か月（令和 6年 9月 30日） 

        ＊常勤職員と同じ条件ですが、試用期間中は有期雇用契約となります。 

５．職務内容（保育士・児童指導員共通） 

 １）当法人が経営する児童養護施設埼玉育児院（定員 44名）、地域小規模児童養護施設「松本ホーム」 

（定員 6名）「原田ホーム」（定員 6名）「たかしなホーム」（定員 4名）「かさはたホーム」（定員 6名）に入

所している子どもたちへの生活支援ならびに自立支援に関わる仕事です。（ 宿直あり ） 

 ２）保護者や児童相談所等の関係機関との連絡調整も担当します。 

６．勤務時間（保育士・児童指導員常勤職員共通） 

   勤務時間 週平均 40時間（1か月の変形労働時間制導入） 

  1日の実働時間 8時間  休憩 45分 

   早番 6時 30分から 15時 15分    遅番 13時 15分から 22時 00分 

   日勤 9時 00分から 17時 45分    宿直 22時 00分から翌朝 6時 30分まで。 

※その他、シフト表により作成する 

   ※非常勤職員の勤務時間については、柔軟に対応します。お気軽にご相談下さい。 

７．待遇 

１）給 与（既卒者は当法人の基準により職歴加算があります。） 

   当法人の給与規程に則って号給を決定します。 

最終学歴 短大・専門学校卒 四年制大学卒 大学院卒 

基本給 １９６，２００ ２０１，２００ ２０４，４００ 

業務手当   １２，０００   １２，０００   １２，０００ 

合  計 ２０８，２００ ２１３，２００ ２１６，４００ 

                                                   （ 単位 円 ） 

≪その他の諸手当≫ 

    ①超過勤務手当    当法人の算定方法による 

    ②宿直手当      1回  ４，５００円（平均月５～８回） 

③住宅手当（世帯主） 上限 ２７，０００円    

④通勤手当      全額支給（６か月定期分を月割りにした額） 

⑤勤続手当      1年ごとに５００円 

⑥処遇加算手当    月額５，０００円～１５，０００円 

⑦その他       該当する者に対し、扶養手当・資格手当（８，０００円）あり 

   ≪賞与≫        年 2回（6月・12月） 年間合計 4.45か月分（令和 4年度実績） 

   ≪昇給≫        年 1回 

２）休  日   年間休日日数 １２０日 

           （内 訳）  ＊公休日 １２０日 

           （その他）  ＊有給休暇 1年目 10日 

                   ※年間 5日間以上、計画的に有給休暇を取得します！ 

                  ＊特別休暇 ①本人の結婚（7日） ②配偶者の分娩（2日） 

                        ③親族の喪に服するとき（1日～7日） 

 ３）社会保険   加入（雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金） 

８．定年  現行就業規則は 65歳です。 

９．職員教育・育成  年間計画を設けて懇切丁寧に指導職員が担当します。 

10．福利厚生    リフレッシュ休暇制度（検討中）、職員親睦会の開催 

ワークライフバランス良く、長く働き続けられる職場つくりを推進しています。 

結婚、出産後も働ける環境（産休、育休取得など）が充実しています。 

11．選考方法 

 １）募集期間： 令和 5年 3月 1日～令和 6年 2月 28日まで ※電話・メールにてお問い合わせください。 

 ２）応募書類： ①履歴書（写真添付） ②卒業見込み証明書・資格取得見込み証明書・成績証明書 

 ３）選考方法： 一次 書類選考（履歴書の提出） 

二次 小論文・面接（面接の際、児童養護施設について伺います。） 

三次 採用実習 ＜１日間（日時相談）9:00～17:00、手当・交通費支給＞ 

         最終 理事長面接 

 ４）最終選考日： 一次二次三次の結果によって、調整させていただきます。 

 ５）採否通知： 採用面接(理事長)終了後、10日以内 

        「採用内定通知書」を送り就任承諾書の提出を求めます。 

12．採用説明会および施設見学会：  

令和 5年度毎月の第 2土曜日 午後 1時 30分より、埼玉育児院にて実施します。 

基本は対面で行います。オンライン参加も可能です。上記の日時以外の調整も可能です。 

◎ ホームページをご覧の上、どうぞ施設見学にお越しください。 

◎ 新型コロナへの対策等で、予定を変更することもあります。 

 

【埼玉育児院 HP】     【お問い合わせ】          児童養護施設 埼玉育児院 

                             担当： 松浦・粟津・足立 

                             TEL ０４９‐２３１‐２１０７ 

〒350-1175 川越市笠幡４９０４‐１  

E-Mail saiyou.saiiku@saitamaikujiin.com           

                              URL   http://www.ikujiin.net/ 

http://www.ikujiin.net/

